
２　意見等に対する対応状況

番号 条 ご意見等 市議会の考え方 対　応

1 0 前文
市長及び市議会の議員が、代表制のもと市民から選ばれた
市民の代表であることを、条文中に明記すべきではない
か。

市民の代表であるということについては、前文２段目の
「～直接選挙で選ばれた議員による市の最高意思決定機関
及び議事機関として～」の部分に内包しています。なお、
本条例は議会の基本的事項を定めていますので、市長の代
表制に関することは明記していません。

反映済み

2 0 前文
前文２段落目は、「議員による合議制による市の最高意思
決定機関及び議事機関として…」にしたほうがいい。

3 0 前文
前文（２段落目）議事機関は合議制で、最高意思決定機関
は合議制ではないのか。
→選ばれた議員の合議による　と修正したらどうか。

　　　　（参加者数　４会場　１０１名）

３　意見等への対応

（２）応募者数等 　・参考　　　　　　　８３件（　　　　３２件、　　　　　５１件）

　　・パブリックコメント　　意見応募者数　５名 　６３件 　・反映済み　　　　　１１件（　　　　　６件、　　　　　　５件）

　　・「市民と議会の意見交換会」での意見 　　　　９３件 　・反映しない　　　　３１件（　　　　１３件、　　　　　１８件）

１　実施の概要

（１）期間 　・意見を反映　　　　１２件（パブコメ　５件、意見交換会　７件）

　　・パブリックコメント　平成２５年１２月１８日～平成２６年１月１７日 　・一部反映　　　　　　７件（　　　　　４件、　　　　　　３件）

　　・「市民と議会の意見交換会」　平成２５年１１月１６日、１７日 　・趣旨の一部を反映　１２件（　　　　　３件、　　　　　　９件）

０＝前文　１～35＝各条　36＝条例全体　37＝その他

　・意見交換会で寄せられたご意見等

ご意見を参考に修正しました。 意見を反映

議会基本条例素案に対するパブリックコメント（市民意見公募手続）等の意見と市議会の考え（対応）について
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番号 条 ご意見等 市議会の考え方 対　応

4 0 前文
前文等にある「市民」について、「市民」と「住民」の違
いは。他の条例では『市民等』が使われているが、何故こ
こではそうしなかったのか。

5 0 前文 前文　「住民」と「市民」と記述があるがこの違いは。

6 0 前文
条例前文について「住民」と「市民」という言葉があるが
意味の違いは。

7 0 前文 前文　「住民」「市民」の言葉の使い分けは何か。

8 0 前文
「市民」「市民等」と分けないで、「市民・市民等」並べ
れば解決するのではないか。

9 0 前文
前文　議会としての将来に向けての理想が語られていな
い。

前文の最後に記述した「～主権は市民にあることを常に自
覚し、不断の議会改革を進める～」といった議会の決意の
部分に内包しています。

反映済み

10 0 前文
前文（４段落目）住民自治だけで団体自治が抜けているの
ではないか。
→地方自治の本旨の実現を目指し　と修正したらどうか。

憲法で述べられている「地方自治の本旨」とは、「団体自
治」と「住民自治」の２つの要素からなるとされていま
す。決して「団体自治」の実現を目指さないということで
はなく、前文の前段で述べている時代背景の中にあって
は、さらなる住民自治の実現が図られていかなければなら
ないと考え明記しました。

反映しない

11 1 目的 第１条「議会の基本的事項」とはどのようなことか。

12 1 目的
第１条　議会の基本的事項とは何か。（第３４条では議会
運営に関する基本的事項としている。揃えるべきではない
か）

議会に関する基本的事項を定めています。この中には、地
方自治法等に規定されているもののほかに、議員間の自由
討議など、法や会議規則で現在定めていない事項も含んで
います。第３４条との関係については、ご意見を参考に修
正しました。

意見を反映

本条例における「市民」は、在住している市民の意味と基
本的に在勤・在学している市民等の意味を含んだ使い方を
していますが、ご意見を参考に一部修正しました。
なお、「住民」「市民」の定義については、ご意見を参考
に逐条解説で説明していきます。

趣旨の一部
を反映
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番号 条 ご意見等 市議会の考え方 対　応

13 2
議会の役
割と活動
原則

第２条と第１７条の記述態度の整合性について。 ご意見を参考に修正しました。 意見を反映

14 2
議会の役
割と活動
原則

議員活動と議会活動の違いは。議会活動を丁寧にやってほ
しい。

それぞれの考えに基づき議員が個人として行動するものが
議員活動であり、本会議や委員会などの活動が議会活動で
あると考えます。
今後も皆様の多様な意見を的確に把握し、市政に反映する
ことができる議会活動を心がけていきます。

参考

15 2
議会の役
割と活動
原則

第２条（第５項）分かりやすい説明とは何か。（説明では
なく、討論、審議ではないのか）

議場等での討論、審議をはじめ、議会報告会などでの様々
な情報提供を行っていく上で、わかりやすく伝えてくこと
であると考えます。

反映しない

16 3
議員活動
の原則

第３条第３項に、「市政に対する市民の意見を的確に把握
し」とあるが、どのような方法を考えているか。

17 3
議員活動
の原則

市ではいろいろな協議会があり、さまさまな分野でいろい
ろな意見がでるが、審議会になるとそれが集約され大事な
ところが抜けてしまう懸念がある。第３条には市民に対す
る情報提供、自己の能力を高める不断の研さん等に努める
とあるがいかに市民の意見をくみ上げるか。

18 3
議員活動
の原則

なんとなく議員が市民に教えてあげる的な表現になってい
るのが気になる(第３条)ので、「市民の意見をきく」とい
う表現をどこかに入れてほしい。

第３条では「議員活動の原則」ということで、市民の意見
を聴くことだけにとどまらず、市政の課題について市民の
意見を的確に把握することが必要である旨を規定しまし
た。

反映しない

参考

議員が地域の状況をしっかり調査し把握する必要があると
考えます。
そのためにも、第３条第３項の後段にあるように自己の能
力を高める不断の研さんに努め、議会としての力をつけ、
議論ができる議会にしていくことだと考えます。
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番号 条 ご意見等 市議会の考え方 対　応

19 4 会派
第４条の会派の働き・役割を明確にする必要があるので
は。

20 4 会派

第４条　会派がなぜ必要で、何をするためのものなのかの
記述がない。
（第１項）議会活動だけでなく政治活動もあるのではない
か。

21 4 会派 会派の目的と役割について記載したほうがいい。

22 5
市民参加
及び市民
との連携

市民の意見を把握し、情報を共有する具体的な手段・方法
は。議会独自の調査機関を持つのは莫大な予算がかかるの
で市長側が入手できるデータ等を議会も同時に入手、分析
できる手段がないか検討されたい。

23 5
市民参加
及び市民
との連携

市民の意見や地域課題をどのような方法で把握し、それを
市長とともに共有する手段がなくては議論にならない。行
政側が所有している情報を効率的に行政側に負担をかけず
に、共有する具体的方法を話し合ってもらいたい。

24 5
市民参加
及び市民
との連携

市民意見の反映の方法についてどんな方法、仕組みを考え
ているか。意見交換等、市民にどう告知されるか。市民に
対する情報提供の範囲はどれくらいか。

請願において代表者の方に意見を述べていただく機会を設
けました。
今後はさらに地域に出向き、議会の説明をしながら皆様の
ご意見を聴いていきます。
情報提供の範囲につきましては、まずは市議会だよりをは
じめとした広報活動の充実を検討していきます。

参考

25 6
議会報告
会

第６条　議会報告会を２回以上との記載だが、市民に向け
定例会ごとに開催して欲しいがどうか。

まずは、必ず２回以上行うというところから始めていきま
す。定例会ごとに行うとのご意見は、貴重な意見として受
けとめさせていただきます。

参考

まずは議会報告会を行っていく中で、出された意見を議会
全体で課題整理し、調査・分析・政策提案のできる議会に
していくことだと考えています。
市長側が持つ情報の共有については、第１２条「市長等に
よる政策形成過程の説明」や第１５条「行政計画の報告と
調査」で明文化し、市長等からの報告を求めていきます。

参考

会派は、請願を出すときなどに皆様が一人一人の議員に働
きかけなくてもいいなど、議会運営において合理的な面が
あります。また、市民生活に関する調査などを行うときに
も、会派の政務活動費を活用し効率的に活動することがで
きます。

参考
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番号 条 ご意見等 市議会の考え方 対　応

26 7
議会広報
の充実

会派の決議だけでなく議員個人の賛否を公表するべきでは
ないか。

議案に対する各議員の対応の公表については、第７条第１
項に明記しました。今後公表の方法を検討していきます。

反映済み

27 10

議員と市
長等との
議会審議
等

執行部からの反問権については検討されたか。
特別委員会で検討し、第１０条第３項で「論点を整理する
ため答弁に必要な範囲内で反問することができる」と規定
しました。

反映済み

28 10

議員と市
長等との
議会審議
等

第１０条（第２項）広く市政の課題に関する論点及び問題
点を明らかにするのは質問であって、質疑はそうじゃない
のではないか。

問題点を明らかにするためには質問と質疑の両方が必要と
考えます。

反映しない

29 11
文書によ
る質問

文書質問による市長等の回答の位置付けは、議会答弁と同
等と考えるのか。

30 11
文書によ
る質問

文書による質問と回答はどのように市民に公開されるの
か。

文書質問は、議長を通じて市長等に提出し、市長等から答
弁をもらうことになると考えます。ホームページでの公開
や議事録への記載など、詳細につきましては今後実施要綱
を作成する中で検討していきます。

参考
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番号 条 ご意見等 市議会の考え方 対　応

31 13
災害時の
議会等の
対応

防災防犯対策についての常設の委員会を作って対抗してい
くことは出来ないか。

32 13
災害時の
議会等の
対応

第１３条　災害時の議会の対応について、「災害時の議会
のあり方」を明記とあるが、具体的に教えてほしい。

33 13
災害時の
議会等の
対応

第１３条「災害対策の整備に努める」とは、議会で災害対
策本部を作るのか。全員協議会を開く等、具体的に記述で
きないか。

34 13
災害時の
議会等の
対応

第１３条「災害対策の整備に努める」とあるが「整備」が
必要か。また、「整備」のみでよいのか。

35 13
災害時の
議会等の
対応

第１３条 防災の指揮責任者は市長だが、地域の状況をよ
く知る議員が防災会議に出席できるシステムが必要ではな
いか。災害時の議会の対応を入れたのはすばらしいが、具
体的には全員協議会を開くことなのか。市の防災対策本部
との関係は。

36 13
災害時の
議会等の
対応

第１３条　心構えだけで具体的なシステムがない。具体的
に動けるようにするべきである。

37 14

法第９６
条第２項
の議決事
件

第１４条 市の計画を議決事件とするとあるが、自治基本
条例（第２４条長期総合計画）をどのように反映させる
か。

長期総合計画基本構想を議決事件に定め、積極的に議会が
かかわっていきます。

参考

参考

条例案では、災害時の議会の対応として大枠を定めていま
す。具体的なあり方につきましては、今後、委員会で詳細
を議論していきます。議会として防災というテーマを持っ
て、意見交換会を行っていくことなども考えられるのでは
ないかと思います。
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番号 条 ご意見等 市議会の考え方 対　応

38 14

法第９６
条第２項
の議決事
件

第１４条の(議決事件に関し)「議会と市長に対する責任を
担う」とあるが、従来はどのような責任の担い方だったの
か。

従前は、地方自治法による基本構想の策定義務の規定があ
りましたが、法改正により削除され基本構想の策定義務が
なくなったことから、これまでと同様に議会として責任を
担っていく観点で長期総合計画基本構想を議決事件に入れ
ました。

参考

39 14

法第９６
条第２項
の議決事
件

議決は、基本構想だけでなく、基本計画も対象とすべきで
はないのか。
近隣市を見ると、基本計画づくりに実質的な市民参加をど
う確保するかが大きな流れであるが、当市では、行政は市
民参加に極めて後ろ向きである。せめて議会がもっと基本
計画に関与すべきではないか。

当初、基本計画も議決事件に位置付ける方向で検討してい
ましたが、基本計画をつくらない方針が市長側から示され
たのを受け対象から外しました。
第１４条第２号で規定する別条例も活用しながら、今後も
積極的に議会としてかかわっていきます。

参考

40 16 議決責任
第１６条　議決し、又は意思決定若しくは政策決定を行っ
たときはとなっているが、議決はそもそも意思決定、政策
決定であるのではないか。

ご意見を参考に修正しました。 意見を反映

41 17
議会の機
能強化

第１７条（第１項）監視及び評価並びに政策立案及び政策
提言と言葉が並んでいるが、立法機関として、政策立案、
政策提言が監視より前にくるべきではないか。（第２条参
照）

政策立案、政策提言を行っていく前提にあるものとして、
監視・評価を先に明記しています。

反映しない

42 19
会期の運
用

通年になれば、一つの議案をじっくり審議できるのではな
いか。

43 19
会期の運
用

第１９条の「弾力的運用」の一つとして「通年議会」の構
想はあるか。

44 19
会期の運
用

第１９条について通年議会の考えはないか。

45 19
会期の運
用

第１９条先決処分を最小限にするということは具体的には
どういうことか。議会は市長が招集するもの。通年議会に
しないと最小限にはできないのではないか。

反映しない

小平市議会では、会期が終了した後でも閉会中の委員会を
開催しながら、適切な審査や調査に努めています。
今後は適切な会期の設定とともに、議員間の自由討議など
により、常任委員会の議論のさらなる充実を図りながら、
より深い議論に努めていきます。
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番号 条 ご意見等 市議会の考え方 対　応

46 19
会期の運
用

通年議会は必ずしもよいとは言えない。議員は議論だけが
仕事ではないと思います。

会期の運用については、第１９条に規定したとおり、適切
な運用に努めていきます。

参考

47 19
会期の運
用

第１９条　なぜ市長のみが議会招集権をもっているのか。
議会の招集について二元代表制という特性から議長に議会
の招集権を付与できないか。

現在は、地方自治法の中で議会の招集権について規定され
ていることから、この条例で議長に招集権を付与すること
はできませんが、市長の専決処分を最小限にとどめるよう
な会期の運用に努めていきます。

参考

48 20
議長及び
副議長

第２０条第４項　副議長は議長を補佐することがまず一義
ではないか。「副議長は議長を補佐し～」とすべきではな
いか。

49 20
議長及び
副議長

第２０条（第１項）公平公正な議会運営なら、議長は会派
から離脱するべきではないか。
（第４項）議長を補佐するという言葉がまず先にあるべき
ではないか。

50 21
議員間の
自由討議

第２１条 議員間の自由討議とは。

51 21
議員間の
自由討議

議員間の自由討議はどういうものか。
第２１条に書かれているような議員間討議はいつ、どのよ
うな時に行うのか。条例に書かれているような自由な討議
は当たり前であり明文化しなくてもよいのではないか。

52 21
議員間の
自由討議

議員間の自由討議について「ただ今より、自由討議を行い
ます～」というのは、委員会の中で行うのか、本会議場で
議決をするときにするのか。

53 21
議員間の
自由討議

委員会の中で休憩をとって話をしているときがあるが、休
憩でなくonでするのか。

54 21
議員間の
自由討議

多摩市は議会基本条例を制定しているが、委員会で原稿を
読んでの討論のようなものを自由討議と言っていたが、そ
うではないと思ってよいか。

議員同士の自由な討議を保障するために定めるものです。
様々な考えや意見を持つ議員同士が活発な議論を行うこと
により、市政の課題や問題点が明らかになる効果があると
考えています。
自由討議によって合意点を見出し、委員会（議会）として
の政策立案及び政策提言につなげていきます。
詳細は今後実施要綱を作成する中で検討していきます。

ご意見を参考に一部修正しました。
議長の会派離脱については、今後の検討課題としていきま
す。

参考

一部反映
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番号 条 ご意見等 市議会の考え方 対　応

55 22
政策立案
及び政策
提言

第２２条　条例の提案、議案の修正と書かれているが、議
案には条例も含まれるのではないか。
条例の提案の前に、条例の立案が先ではないか。

条例の案を立て、提出していくということで「条例の提
案」としています。

反映しない

56 23
政策討論
会

第２３条の「政策討論会」とは具体的にどのような会か。

57 23
政策討論
会

政策討論会は公式な会議なのか。採決はあるのか。

58 24
委員会の
運営

第２４条（第１項）主語が委員会なのだから、「適切な委
員会の運営に」の委員会はいらないのではないか。
（第４項）正副委員長協議会を設置する目的が書かれてい
るほうがいい。

ご意見を参考に修正しました。
正副委員長協議会は、委員会調査等のさらなる充実を図る
上で設置していく必要があるものだと考えます。

一部反映

59 25
議会運営
委員会

第２５条　主語は議会運営委員会はのほうがいい
→議会運営委員会は、議長の諮問を協議する　と修正した
らどうか。

ご意見を参考に修正しました。 意見を反映

60 26
議員の政
治倫理

精神論的な部分は拡大して使用される可能性があるので除
くべきではないか。法的文には向かないのではないか。例
えば“品位”など。

第２６条の「品位」については、信頼される議員となるた
めに常日頃から自律的な行動に努め、調査研究をしっかり
行っていく中で、市民の声を聴くという姿勢で仕事をする
ことだと考えています。今後逐条解釈の中で説明していき
ます。

参考

61 27 議員定数

第２７条　まず小平市議会の議員定数が何人かを述べてか
ら、改正の話になるのではないか。
（第１項）本来なら議員から提出するものなのだから、言
葉の並びは先ではないか。

小平市議会の議員定数につきましては、「小平市議会議員
定数条例」において現在は２８人と定めています。
言葉の並びにつきましては、すでに地方自治法上などで規
定されていることを先に述べ、その後に今回新たに定めて
いくものを明記しました。

反映しない

例えば、政策討論会の前段として議会内でテーマを設定
し、議員間討議を積み重ねることで論点・争点が見え、そ
れらを精査し政策提案をしていこうとするときに、政策討
論会を開催していくイメージと考えています。
政策討論会の具体的な方法等につきましては、今後さらに
議論していきます。

参考
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番号 条 ご意見等 市議会の考え方 対　応

62
27
28

議員定数
議員報酬

議員定数・議員報酬はもっと前の方にのせるべき。(議会
の基本的事項なら、定数とか会期とかも入れたほうがい
い)

条例の構成としては、まず議会等の原則を述べてから、市
民との関係、行政との関係、議会審議等の充実に関する事
項を規定し、後半の第８章以降には議会及び議員自身にか
かわる事項を規定しています。
小平市議会の議員定数や定例会の回数にいては、別の条例
で規定していることから、この条例の中では規定していま
せん。

反映しない

63 28 議員報酬
第２８条（第１項）本来なら議員から提出するものなのだ
から、言葉の並びは先ではないか。

言葉の並びにつきましては、すでに地方自治法上などで規
定されていることを先に述べ、その後に今回新たに定めて
いくものを明記しました。

反映しない

64 29
政務活動
費

第２９条(政務活動費は)「積極的に公開する」との努力義
務ではなく、完全な義務つまり「公開しなければならな
い」とできないか。

65 29
政務活動
費

政務調査費は公開すべきではないか。

66 29
政務活動
費

第２９条（第１項）主語が議員はとなっているが、会派は
どうなのか。

政務活動費にいては、会派に対し交付するものですが、そ
の趣旨として議員の調査研究に資するための費用の一部で
あることから、第２９条第１項における主語は「議員は」
とし、第２項では主語を「会派及び議員」として、支出及
び公開に関する事項を規定しています。

反映しない

現在も情報公開請求があれば公開をしていますが、政務活
動費の公開については、年間を通じた政務活動費の収支状
況（収支報告書）を平成２６年度からホームページに公開
していく予定です。
今後も引き続き、公開の範囲などさらなる議論を踏まえ進
めていかなければいけないことから、市議会の方針を示し
ていくものとして「するものとする」と明記しました。

参考
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番号 条 ご意見等 市議会の考え方 対　応

67 30
議員研修
の充実

第３０条 議員研修の強化について具体的な検討は。

68 30
議員研修
の充実

第３０条（第２項）学識経験を有する者及び市民等との議
員研修会とあるが、「との」という言葉は共同作業を表す
言葉であり、共同作業で研修会を開催するのか。
→学識経験を有する者及び市民等による議員研修会　と修
正したらどうか。

69 31
予算の確
保

第３１条 予算の確保について具体的な検討は。

70 31
予算の確
保

予算の確保、議会として市長に要求できる旨の記載を。

71 32
議会事務
局

第３２条 議会事務局の強化について具体的な検討は。

72 32
議会事務
局

議会事務局の機能強化とは、具体的にどうすることか。

73 32
議会事務
局

第３２条　政策提案機能、立法機能は、条例制定機能でい
いのではないか。
議会運営の言葉も入れておくべきではないか。

行政に対する監視機能を充実させ、立法機関としての機能
を発揮し政策提案できる議会に変えていくことを意識した
表現にしました。

反映しない

議会基本条例にのっとって行うべきことが増えるので、ま
ずは議員自身が力をつけこれまで以上に研さんをすること
は当然ですが、具体に政策提案などをする上で、他の法律
や法令等との整合性を考える必要が出てきます。それを議
員だけで行っていくのは難しい部分もあるので、事務局職
員も政策に対する力をつけていくなど、様々な機能を高め
る必要があります。

現在、議員研修を年１回開催していますが、これから政策
提案をしていくための知識を身につけていく上で、今後も
積極的に研修を行うことが必要と考えています。
研修会を開催するのは議員ですが、ご意見を参考に修正し
ました。

趣旨の一部
を反映

参考

予算の編成権は市長にありますが、議会がこの条例にのっ
とって活動していくためには様々な予算が必要になってく
ることから、その予算の確保に努めていく必要がありま
す。現在も議会費の新年度予算計上に当たっては、市長に
対し要望書を提出しています。
第３１条では、議会がこの条例にのっとって活動していく
ためには、様々な予算が必要になってくることから、その
予算の確保に努める必要性を明記しました。

反映しない
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番号 条 ご意見等 市議会の考え方 対　応

74 33
議会図書
室

第１０章の項目の具体的な検討は。
（第３３条の議会図書室について）

75 33
議会図書
室

議会図書室の体制、図書室の位置、蔵書に力を入れてほし
い。

76 33
議会図書
室

議会図書室の現状は。市民も利用できた方がよい。これま
で市民にどのように知らせていたのか。

77 35
条例の見
直し

第３５条　条例の見直しは、議会のみで検証するのか。外
部機関（第三者機関）の活用は、考えないのか。

78 35
条例の見
直し

第３５条の「検証」は、議運という内輪の検証となってい
る。身内同士の評価では信頼できない。「市民参加」を入
れてほしい。

79 35
条例の見
直し

目的が達成しているか検証は身内だけでなく市民を加えて
ほしい。

80 36 条例全体

素案全体には賛成でこの方向で進めてほしいが、総花的
で、小平市議会としての姿勢が不明確だ。小平市議会の現
状は何が強みで何が弱みか、特に重視する課題は何だと捉
えて、議会改革に臨んでいるのか。

この条例は、必要な項目が適切に定められた条例であると
考えています。今後、自由討議や報告会などを要綱に定め
行っていきますが、議員一人一人が研さんをし、地域を知
りながら議会の場でそれを市民生活に反映させていく、そ
れを議会として着実に進めていけるように臨んでいきま
す。

参考

地方自治法においては、議会は議員の調査研究に資するた
め図書室を設置し、一般にこれを利用させることができる
旨を規定しています。しかし現在はスペースの問題ととも
に、公開できるだけの資料が整っていないことから一般の
利用は行っておりません。そうした現状を踏まえて、図書
室の適正な管理・運営と機能の強化に努めていく必要があ
ることから規定しました。

参考

条例の検証、見直しにあたっては、まずは議会運営委員会
で行っていきます。
現時点では第三者機関の活用は考えていませんが、議会報
告会などで皆様からいただくご意見なども参考にしながら
検証していきます。

参考
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番号 条 ご意見等 市議会の考え方 対　応

81 36 条例全体 条例が必要になった主な理由は何か。

82 36 条例全体
市議会議員は住民代表である。完全に充分と言えないにし
ても本来的に充分ではないか。加えての議会基本条例は必
要欠くべからざるものか。

83 36 条例全体 議会基本条例は今までなかったのか。

84 36 条例全体
議会基本条例を制定のきっかけは。これまでの議会とどう
変わるのか。

85 36 条例全体
第３条「問題点等」、第５条「市民等」、第１７条「制度
等」、第１８条「検討会等」の「等」とはどのようなもの
を示すのか。

86 36 条例全体 「等」はできるだけ使わない方がよいのではないか。

87 36 条例全体

条例は、議会のあり方を誰の目にも明らかにするというメ
リットと、議会活動を一定の枠にはめるというデメリット
があると思う。デメリットをなくすためにどういう対策を
考えているのか。

第３５条に規定したとおり、実践する中で常に検証をしな
がら見直し等の措置を講じていきます。

参考

88 36 条例全体

市民の声を聞くことにはどうしたらいいのかということだ
が、簡単なのは議会報告会を開くことだ。市長にいくら
言ってもダメというあきらめ感がある。そのことを議員が
変えていくことが必要だ。より多くの人の参加のため、議
会報告会の開催に期待する。

第６条で規定したとおり、議会報告会を開催していきま
す。

参考

「等」については、最低限必要な箇所のみ使用しています
が、ご意見を参考に一部修正しました。なお、具体的に何
を示すかは逐条解説で説明していきます。

趣旨の一部
を反映

参考

前文で述べているような時代背景の中にあって、議会が議
会の動きや権限、役割、義務その他を規定し明文化するこ
とにより、これまで以上に具体的に議会が動いていくため
の根拠として、この条例を制定するものです。
これまで行ってきていることも含め、行政に対する監視機
能を充実させ、立法機関としての機能を発揮し政策提案で
きる議会に変えていくことをより意識しながら、市民生活
向上に寄与していきます。
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番号 条 ご意見等 市議会の考え方 対　応

89 36 条例全体

「議会」でなく「市民」が条例をつくり、制定することを
忘れないでほしい。「議員」も「市民」であることを条例
に定めるべきではないでしょうか。
細部までしっかりチェックし直してもらいたい。

議員についての表現としては、前文２段目の「～直接選挙
で選ばれた議員による市の最高意思決定機関及び議事機関
として～」の部分に内包していると考えます。

反映しない

90 36 条例全体

議会内で議員が行う質疑、討議をもっと活発にされたらい
かがか。常任委員会の議論のやり方を委員長の整理権の範
囲を広げ、テーマを絞った議論が可能だと思いますが。
（「審査」を行う際に適切に広げられるはずです。）

第２１条の議員間の自由討議の規定や第２４条第４項で規
定する正副委員長協議会は、まさに委員会での議論のさら
なる充実につながるものだと考えます。

反映済み

91 36 条例全体
市民との関係では、委員会での陳情もキチンと審査すべき
だと思います。そうすると討議は深まると思いますが。

現在、陳情書は全議員及び執行機関にその写しを配付する
ものとしています。議会運営委員会での合意があった場合
は、所管の常任委員会で付託審査することも可能です。
委員会における議論の充実に向けては、第２１条の議員間
の自由討議を活用していきます。

参考

92 36 条例全体
市の参加、協働についての議決についてのあり方の説明が
不十分である。もっと市民参加を積極的に考えるべきであ
る。

市民参加のあり方については、第３章「市民と議会との関
係」で規定するとともに、前文で市民参加を進めていかな
ければならない旨を明記して積極的に進めていきます。

参考

93 36 条例全体

条例の制定によって議会や議員の活動が制約されることの
ないようにしてほしい。また、制約の根拠となることがな
いようにしてほしい。そのような条文を第1章に入れてほ
しい。

条例の制定でこれまでの活動が制約されるということはな
いものと考えますが、第３５条に規定したとおり、実践す
る中で常に検証をしながら適切な措置を講じていきます。

参考
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